
１　はじめに 　

 　地方公共団体金融機構（以下「機構」という。）
では、全ての地方公共団体の出資による地方債資
金共同調達機関として、金融を通じて地方公共
団体の健全な財政運営に寄与することを目指し、

「地方の政策ニーズへの積極的な対応」等の３つ
の方針を経営の基本に据え、業務を遂行すること
としています。地方支援業務については、地方公
共団体の財政運営について「良き相談相手」とな
ることを目指し、各種の取組を進めることとして
おり、「調査研究」、「人材育成・実務支援」、「情
報発信」の３つの業務をサービスの柱と位置付
け、充実・強化を図っています。

令和３年度に総務省との共同事業として創設し
た「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化
事業」（以下「本事業」という。）については、特
に近年、その利用が急増しており、令和６年度以
降、地方公共団体からの申請件数も年間1,000件
を越えるなど、多くの団体に御活用いただいてい
ます。令和８年度においても引き続き事業を実施
するとともに、支援内容の拡充・見直しを通じて
地方公共団体のニーズに的確に対応していくこと
としております。

本稿では、本事業の仕組み、令和７年度の派遣
実績、令和８年度の支援内容の拡充等について御
紹介いたします。

２　地方公共団体の経営・財務マネジ
メント強化事業について

(1) 事業の仕組み

本事業においては、地方公共団体に対し、以下
のⅠに掲げる支援分野に係る課題に対応する専門
的な知識を有する人材（地方公共団体等の職員又
は退職者、公認会計士、医師、学識経験者、経営
コンサルタント等。以下「アドバイザー」とい
う。）を、Ⅱに掲げる方法により派遣しています

（資料）。
なお、アドバイザーの派遣に係る費用（謝金及

び旅費）は、機構が負担しますので、団体の負担
はなく、予算計上の必要もありません。

Ⅰ　【アドバイザーを派遣する支援分野】
○公営企業・第三セクター等の経営改革に関する

こと
○公営企業会計の適用に関すること
○地方公会計の整備・活用に関すること
○公共施設等総合管理計画の見直し・実行（公共

施設マネジメント）に関すること
○地方公共団体のDXに関すること
○地方公共団体のGXに関すること
○地方公共団体間の広域連携に関すること
○地方税務行政のＤＸ等に関すること
○地方創生の取組に関すること
○首長・管理者向けトップセミナー（啓発・研修

事業に限る。）
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Ⅱ　【支援の方法】
①課題対応アドバイス事業

地方公共団体が、Ⅰに掲げる支援分野につい
て、財政運営・経営の改善等に向けたアドバイス
を必要とする場合にアドバイザーを派遣
②啓発・研修事業

都道府県が、上記Ⅰに掲げる支援分野について
都道府県内の市区町村、公営企業及び第三セクタ
ー等に対する研修会・相談会を開催する場合に、
当該研修会・相談会の講師として、アドバイザー
を派遣

※より詳しい事業の内容や手続については、以下
の「地方公共団体の経営財務マネジメント強化
事業」専用ページを御覧ください。

   （URL: https://www.jfm.go.jp/support/
development/keieizaimu.html）

(2) 令和７年度の派遣状況
令和７年度は、第１次募集（令和６年２月28

日～３月31日）、第２次募集（令和６年４月１日
～６月30日）、第３次募集（令和６年７月１日～
９月30日）及び第４次募集（令和６年10月１日
～令和７年２月27日）の年４回に分けて切れ目
なく募集を行いました。

令和７年１２月末時点における申請件数は全体
で1,399件となっています。支援の方法別では、
課題対応アドバイス事業が1,216件、課題達成支
援事業が52件、啓発・研修事業（首長・管理者
向けトップセミナー含む。）が131件となってい
ます。

アドバイザー派遣回数は全体で約5,530回とな
っています。支援分野の拡充などの見直しにより
地方公共団体において幅広く対応可能となったこ
とで、より多くの団体に御活用いただけたのでは
ないかと考えています。

○資料
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(3) 令和８年度の支援内容の拡充等
令和８年度は、支援分野「地方公共団体のＤ

Ｘ」について、現場のニーズ等を踏まえ、取組分
野に「ＡＩ（生成ＡＩ含む）・ＲＰＡの利活用の
推進」を明記し、事業のさらなる充実に向けて取
り組んでまいります。また、事業創設時より支援
方法の１つであった課題達成支援事業について、
各分野における要請が一段落したことから、来年
度より廃止することといたします。もっとも、事
業の対象となっていた団体におかれましては、引
き続き課題対応アドバイス事業への申請が可能で
すので、課題解決へ向け、今後とも同事業を積極
的に御活用いただくようお願いいたします。

加えて、初めて本事業を活用する団体から、
「アドバイザーリストには非常に多くの方が掲載
されているが、どのアドバイザーを選べばいいか
分からない」との声が多く寄せられていることを
踏まえ、団体が実情や要望に合ったアドバイザー
を選択できるように、マッチングの仕組みの導入
を目指します。

また、派遣回数の上限を５回から10回に引き
上げるとともに、申請期間については令和８年３
月～令和９年１月末とし、Webシステムを活用
して切れ目なく申請を受け付けます。年４回の支
援決定前に派遣実施を希望する団体には、支援決
定内示による派遣も可能としております（後日正
式に支援決定）。

ただし、年度内最後の派遣については、令和９
年２月末日までに実施していただくこととなって
おりますので御留意ください。
　

本事業は、事務的な面でも地方公共団体にとっ
て活用しやすいものとなるよう、アドバイザーに
対する謝金・旅費を機構が負担することとしてお
り、団体側で予算措置を行う必要がなく、必要な
時に専門家からアドバイスを受けることができる
事業となっています。そのため、本事業創設以
来、既に全国の地方公共団体の約７割に御活用い
ただいております。

機構では、今後とも地方公共団体における現場
の声を幅広く聴きながら、機構ならではの強みを
活かして各種の事業を実施してまいります。地方
公共団体の皆様におかれましては、今回御紹介し
た「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化
事業」をはじめとする地方支援業務を、積極的か
つお気軽に御活用いただくとともに、各団体内の
全ての関係各所において本事業への理解促進が図
られますよう、周知等に御協力いただければ幸い
です。

＜お問合せ先＞

　地方公共団体金融機構　地方支援部
　TEL：03－3539－2676
　FAX：03－3539－2618
　E-mail：chihoushien@jfm.go.jp
＜機構ホームページ＞

https://www.jfm.go.jp/
（地方公共団体の経営・財務マネジメント強化
事業）
h t t p s : // w w w. j f m . g o . j p /s u p p o r t /
development/keieizaimu.html

３　おわりに

	 申請期間	 支援決定※

	 令和８年３月～令和９年１月末	 ４月、７月、10月、２月
※支援決定前であっても随時内示を行い、派遣実施できるよう柔軟に対応しています。

○令和８年度のスケジュール（案）
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